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のに掲げる区域を除いた区域

宮崎県告示第 161号の２

家畜伝染病の家畜等の移動の制限（平成23年宮崎県告示第 153号

の３）を次のとおり変更する。

平成23年３月９日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 移動を制限する家畜の種類等

 移動を制限する家畜の種類

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面

鳥並びにそれらの死体

 移動を制限する物品

病原体をひろげるおそれのある物品

 移動を制限する区域

ア 日向市塩見の一部（ウト樫、滝内、下小、サレ尾及び下り

谷）、富高の一部（仏川内、打折木、山口及びコハシチ）及

び東郷町山陰丙の一部（上大谷）

イ 門川町大字川内の一部（竹ノ下、入谷、土々呂下、名子、

開田、相原、前田、元仁田、奥野、水無、ニクシ、猪ノ内、

今別府、飯干、赤木谷、長原、土々呂平、山中、仁王平、論

田、甲ノ口、松ヶ原、赤木、芹ノ谷、宇登木股、江子、板箇

野、壱本松、尾畑、総図、小谷、鶴ノ前、清水谷、鳶ノ木、

阿仙原、上ノ鶴、コモ原田、内野輪、古畑、出来所、新堂、

神舞水流、ウバガ谷、鍵山、折立、安者、栄治畑、荷野瀬、

塚崎、日平、上庭谷、船方、火切地、畑の内、古屋敷、尾地

ヶ谷、曽ノ田、西ノ園、又江、上井野、日ノ平、丸尾、九ノ

方、下ノ内、茶園平、クサギ畑、猿川、上小切畑、幸谷、下

り谷、宇野平、上水流、下小切畑、笹川、熊毛多、葛波帰、

栗ノ木水流、合鴨、柳崎、前谷、笠原及び谷波帰）

ウ 美郷町北郷区入下の一部（アイノ内、尾平、ウツキ藪、奥

梠、赤岩及び土々呂内）及び北郷区黒木の一部（日平、アイ

ノ内及び尾平）

２ 搬出を制限する家畜の種類等

 搬出を制限する家畜の種類

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面

鳥並びにそれらの死体

 搬出を制限する物品

病原体をひろげるおそれのある物品

 搬出を制限する区域

平成23年宮崎県告示第 153号の３の３に掲げる区域から、１




